
  

○
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
安
全
・
信
頼
性
対
策
実
施
登
録
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
郵
政
省
告
示
第
七
十
四
号
）
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

 情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
安
全
・
信
頼
性
対
策
実
施
登
録
規
程
 

 第
１
条
 
～
 
第
４
条
 
（
略
）
 

  
（
登
録
の
基
準
）
 

第
５
条
 
情

報
通
信

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
安

全
・
信

頼
性

対
策
実
施
の

登
録
の

基
準
は

、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
⑴
 
（
略
）
 

 
⑵
 
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
種
に

あ
っ
て
は

、
安
全

・
信

頼
性
に
か
か

わ
る
情

報
セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

の
確

保
の

た
め

の
措

置
と

し
て

、
安

全
・

信
頼

性
基

準
の

別
表

第
１

の
第

１
の

１
の

⑽
の

ア
か

ら
シ

ま
で

及
び

ト
及

び
第

２
の

１
の

⑶
、

２
の

⑷
及

び
２

の
⑸

の
ア

及
び

イ
並

び
に

別
表

第
２

の
５

、
６

の
⑴

か
ら

⑷
ま
で
、
８
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
及
び

1
0
の
⑵
の
キ
に
お
け
る
実
施
指
針
の

う
ち

、
電

気
通

信
事

業
法

第
４

１
条

第
１

項
又

は
第

２
項

に
規

定
す

る
電

気
通

信
設

備
を

設
置

し
て

電
気

通
信

役
務

の
提

供
を

す
る

事
業

者
に

あ
っ

て
は

電
気

通
信

回
線

設
備

事
業

用
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

欄
、

そ
の

他
の

事
業

者
に

あ
っ

て
は

そ
の

他
の

電
気

通
信

事
業

用
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

欄
の

◎
に

対
応

す
る

対
策

を
実

施
し

、
か

つ
、

同
欄

の
◎

＊
に

対
応

す
る

対
策

を
段

階
的

に
実

施
し

て
い

る
こ

と
、

又
は

総
務

大
臣

が
こ

れ
ら

と
同

等
以

上
と

認
め
る
対
策
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
 

 第
６
条
 
～
 
第

1
7
条
（
略
）

 

 情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
安
全
・
信
頼
性
対
策
実
施
登
録
規
程
 

 第
１
条
 
～
 
第
４

条
 
（
略
）
 

  
（
登
録
の
基
準
）
 

第
５
条
 
情

報
通
信

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
安

全
・
信

頼
性

対
策
実
施
の

登
録
の

基
準
は

、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
⑴
 
（
略
）
 

 
⑵
 
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
種
に

あ
っ
て
は

、
安
全

・
信

頼
性
に
か
か

わ
る
情

報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ

の
確

保
の
た
め

の
措
置
と

し
て
、

安
全
・

信
頼
性
基

準
の
別

表
第

１
の
第
１

の
１

の
⑾
の
ア

か
ら
シ
ま

で
及
び

ト
及
び

第
２
の
１

の
⑶
、

２
の

⑷
及
び
２

の
⑸

の
ア
及
び

イ
並
び
に

別
表
第

２
の
５

、
６
の
⑴

か
ら
⑷

ま
で

、
８
の
⑴

か
ら

⑸
ま
で
及

び
1
0
の

⑵
の
キ

に
お
け

る
実
施
指

針
の
う

ち
、

電
気
通
信

事
業

法
第
４
１

条
第
１
項

又
は
第

２
項
に

規
定
す
る

電
気
通

信
設

備
を
設
置

し
て

電
気
通
信

役
務
の
提

供
を
す

る
事
業

者
に
あ
っ

て
は
電

気
通

信
回
線
設

備
事

業
用
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク

の
欄
、

そ
の
他

の
事
業
者

に
あ
っ

て
は

そ
の
他
の

電
気

通
信
事
業

用
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

の
欄
の

◎
に
対
応

す
る
対

策
を

実
施
し
、

か
つ

、
同
欄
の

◎
＊
に
対

応
す
る

対
策
を

段
階
的
に

実
施
し

て
い

る
こ
と
、

又
は

総
務
大
臣

が
こ
れ
ら

と
同
等

以
上
と

認
め
る
対

策
を
実

施
し

て
い
る
こ
と
。

 

 第
６
条
 
～
 
第

1
7
条
（
略
）

 

別添２  



   様
式
第
１
 
～
 
様
式
第
８
 
（
略
）
 

 様
式
第
１
 
～
 
様
式
第
８
 
（
略
）
 

 

附
則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


